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10月（神無月） OCTOBER

12日・体育の日

７月から、税務署の受付窓口が一本化され
ています。これまでは、用件に応じて法人や
個人、資産等の担当部門の窓口に行っていま
したが、申告書や申請書の提出、用紙や納税
証明書の請求、税金の納付等については、新
たに「管理運営部門」（同部門がない署は総
務課等が担当）を設置し対応しています。

国　税／９月分源泉所得税の納付 10月13日

国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月15日

国　税／８月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 11月２日

国　税／２月決算法人の中間申告 11月２日

国　税／11月、２月、５月決算法人の消費税等の中間申告

（年３回の場合） 11月２日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分

納付 市町村の条例で定める日

労　務／労働者死傷病報告（７月～９月分） 11月２日

労　務／労災の年金受給者の定期報告

（７月～12月生まれ） 11月２日

労　務／労働保険料第２期分の納付 11月２日

（労働保険事務組合委託の場合11月16日まで）

税務署受付窓口の一本化

10 月 の 税 務 と 労 務
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経
済
危
機
対
策
に
伴
う
税
制
措
置

が
盛
り
込
ま
れ
た
租
税
特
別
措
置
法

の
一
部
改
正
案
が
六
月
十
九
日
に
成

立
し
、
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

成
立
し
た
税
制
措
置
は
、
次
の
三

つ
で
す
。

①

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を

受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課

税
制
度
の
創
設

②

中
小
企
業
の
交
際
費
課
税
の

軽
減

③

試
験
研
究
費
の
特
別
税
額
控

除
制
度
の
拡
充

以
下
、
各
制
度
の
ポ
イ
ン
ト
を
整

理
し
て
み
ま
す
。

１
　
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受

け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税

制
度
の
創
設

a

概
要

生
前
贈
与
の
促
進
に
よ
り
高
齢
者

の
資
産
を
活
用
し
た
需
要
の
創
出
を

図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
の
時
限
措
置
と
し
て
、

そ
の
年
の
一
月
一
日
に
お
い
て
二
〇

歳
以
上
の
者
が
、
そ
の
直
系
尊
属
（
実

父
母
、
実
祖
父
母
等
）
で
あ
る
者
か

ら
受
け
る
自
ら
の
居
住
用
家
屋
の
取

得
に
充
て
る
た
め
の
金
銭
の
贈
与
に

つ
い
て
は
、
当
該
期
間
を
通
じ
て
五

〇
〇
万
円
ま
で
贈
与
税
を
課
税
し
ま

せ
ん
。

そ
し
て
、
こ
の
特
例
は
、
暦
年
課

税
又
は
相
続
時
精
算
課
税
の
従
来
の

非
課
税
枠
と
あ
わ
せ
て
適
用
可
能
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。

s

居
住
用
家
屋
の
取
得

居
住
用
家
屋
の
取
得
と
は
、
自
ら

居
住
す
る
主
た
る
居
住
用
家
屋
の
取

得
に
限
り
、
同
時
に
取
得
す
る
敷
地

及
び
居
住
用
家
屋
の
増
改
築
を
含
み

ま
す
。

ま
た
、
具
体
的
要
件
の
詳
細
は
、

従
来
の
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
に

係
る
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
例

と
同
様
で
す
。

d

具
体
的
要
件
の
詳
細

①

対
象
と
な
る
金
銭
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住
宅
用
家
屋
の
新
築
若
し
く

は
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
住
宅
用
家
屋
若
し
く
は
建

築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る

一
定
の
住
宅
用
家
屋
の
取
得
又

は
受
贈
者
の
所
有
し
て
い
る
家

屋
に
つ
き
行
う
増
改
築
等
の
対

価
に
充
て
る
た
め
の
金
銭
で
あ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②

適
用
対
象
と
な
る
住
宅
に
は
、

次
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

イ

新
築
若
し
く
は
取
得
又
は

増
改
築
等
を
し
た
住
宅
用
の

家
屋
が
日
本
国
内
に
あ
る
こ

と
ロ

受
贈
者
の
①
配
偶
者
、
②

直
系
血
族
、
③
親
族
で
生
計

を
一
に
し
て
い
る
者
、
④
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
及
び
そ
の
者

の
親
族
で
そ
の
者
と
生
計
を

一
に
し
て
い
る
者
、
⑤
受
贈

者
か
ら
受
け
る
金
銭
等
に
よ

っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る

者
及
び
そ
の
者
の
親
族
で
そ

の
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い

る
者
と
の
請
負
契
約
等
に
基

づ
き
行
っ
た
住
宅
用
家
屋
の

新
築
若
し
く
は
取
得
又
は
増

改
築
で
な
い
こ
と

２
　
中
小
企
業
の
交
際
費
課
税
の
軽

減
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
に

つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
か
ら
、

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一

億
円
以
下
の
法
人
に
係
る
定
額
控
除

限
度
額
が
四
〇
〇
万
円
か
ら
六
〇
〇

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
（
図

表
２
参
照
）。

３
　
研
究
開
発
税
制
の
拡
充

試
験
研
究
費
の
総
額
に
係
る
特
別

税
額
控
除
制
度
、
特
別
試
験
研
究
費

に
係
る
特
別
税
額
控
除
制
度
及
び
中

小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制
に
つ
い

て
、
以
下
の
と
お
り
整
備
さ
れ
ま
す
。

a

平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二

十
二
年
度
に
開
始
し
た
事
業
年
度

の
特
例

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
限
度
額
が
、
当
期
の
法
人
税

額
の
二
〇
％
相
当
額
か
ら
三
〇
％
相

当
額
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

s

平
成
二
十
三
年
度
に
開
始
し
た

事
業
年
度
の
特
例

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て

税
額
控
除
限
度
超
過
額
を
繰
越
控
除

す
る
場
合
に
は
、
繰
越
控
除
の
対
象

と
な
る
金
額
に
平
成
二
十
一
年
度
に

生
じ
た
繰
越
税
額
控
除
限
度
超
過
額

を
含
め
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
場
合
に
、
繰
越
控
除
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
限
度
額
は
、

当
期
の
法
人
税
額
の
三
〇
％
相
当
額

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

d

平
成
二
十
四
年
度
に
開
始
し
た

事
業
年
度
の
特
例

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て

税
額
控
除
限
度
超
過
額
を
繰
越
控
除

す
る
場
合
に
は
、
繰
越
控
除
の
対
象

と
な
る
金
額
に
平
成
二
十
一
年
度
又

は
平
成
二
十
二
年
度
に
生
じ
た
繰
越

税
額
控
除
限
度
超
過
額
を
含
め
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
場
合
に
、
繰
越
控
除
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
限
度
額
は
、

当
期
の
法
人
税
額
の
三
〇
％
相
当
額

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
３
参
照
）。
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事
業
開
始
前
の
修
繕
費

当
社
は
、
事
務
所
開
設
の

た
め
中
古
建
物
を
購
入
し
ま

し
た
。
事
業
開
始
前
に
、
こ
の
建
物

に
対
し
通
常
の
維
持
管
理
に
必
要
な

雨
漏
り
や
床
の
補
修
工
事
を
行
っ
た

う
え
で
事
務
所
と
し
て
使
用
を
開
始

し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
費
用
は
修
繕
費
で
よ
ろ

し
い
で
し
ょ
う
か
。

雨
漏
り
や
床
の
補
修
工
事

費
用
は
、
建
物
の
取
得
価
額

に
含
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

既
存
の
建
物
に
対
す
る
通
常
の
維

持
管
理
等
の
た
め
に
要
す
る
こ
れ
ら

の
支
出
は
修
繕
費
に
該
当
す
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
購
入
し
事
業
の

用
に
供
す
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
支
出

に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
資
産
の
取

得
価
額
と
な
り
ま
す
。

事
業
の
用
に
供
す
る
前
か
後
か

で
、
こ
の
よ
う
に
修
繕
費
の
取
扱
が

異
な
り
ま
す
。

申告調整による貸倒損失の計上

当社の得意先が３月下旬に民事
再生法の適用による再生計画の認

可決定を受けました。当社は３月決算で
すが、諸事情によりその通知を受け取っ
たのが４月下旬となり、切り捨てられた
債権金額を損金経理することができませ
んでした。
この場合、申告調整で減算処理するこ

とは認められますか。
認められます。
「会社更生法等の規定により切

り捨てられることとなった部分の金額は、
その事実の発生した日の属する事業年度
において貸倒れとして損金の額に算入す
る。」と規定されており、損金経理は要件
とされていません。
ただし、あくまでも法的に債権が消滅

した事業年度においてのみ損金算入が認
められますので、翌期に損金経理や申告
調整をしても認められませんので注意が
必要です。

非居住者に対する不動産賃
貸料と源泉徴収

当社は日本国内に本店を有す
る法人です。
この度、当社の社員が２年間

の予定で海外支店に勤務することになりま
した。
この社員は国内に家屋を有しており、海

外勤務により空き家になるので当社が社宅
として借り上げ、この社員に対し家賃を支
払うことにしました。
この場合、当社は源泉徴収を行う必要が

あるのでしょうか。

原則として非居住者に対して、
国内源泉所得に該当する支払い
をする者は、その支払いの際、

源泉徴収をしなければなりません。このケ
ースの場合には、家賃支払時に20％の税率
で源泉徴収を行う必要があります。源泉徴

収した税額については、翌月の10日までに
納付しなければなりません。
このようなケースでは、対象者（社員）

が日本の居住者に該当するのか非居住者に
該当するのかの判断と、対象となる所得
（家賃収入）が国内源泉所得に該当するか
否かの判断が必要になります。
日本の居住者に該当するかについては、

海外勤務が１年以上の予定の場合には出国
した時点で非居住者に該当することになり
ます。
次に、不動産所得が、国内源泉所得に該

当するのは、その不動産の所在地国に所得
の源泉がある場合とされています。よって、
この社員が受領する家賃は日本国内にある
不動産の貸付けの対価に該当しますので、
国内源泉所得となります。
ちなみに、不動産を自己またはその親族

の居住の用に供するために非居住者から借
り受けた個人が家賃を支払う場合は、源泉
徴収をしなくてもよいこととされていま
す。

Q

A

問答




